
令和７年度 ⻄⼤町線街路樹剪定業務 仕様書 
 

令和7年8⽉ 
岩沼市建設部都市施設課 

Ⅰ 総 則  

１ 業務の目的 

街路樹（西大町線）の剪定を実施し、適切な維持管理を図ることを目的とする。 

２ 業務の名称 

令和７年度 西大町線街路樹剪定業務 

３ 業務の場所 

岩沼市 桑原四丁目 外 地内 ※詳細は、別添の位置図を参照 

４ 業務内容 

樹木剪定等 ※詳細は、別添の業務設計書を参照 

５ 履行期間 

履行期間は、契約締結日の翌日から令和７年１０月３１日までとする。 

６ 仕様書の適用 

本仕様書は、岩沼市（以下「発注者」という。）が発注する「令和７年度 西大町線街路樹剪定業務」を実施する

ためのものである。 

本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度発注者と受注者が協議の上、発注者の指示に従う

ものとする。 

７ 法令の遵守 

業務の実施にあたっては、関連法令等を遵守しなければならない。 

８ 業務報告書 

受注者は、業務の実施量や写真等の業務実績を発注者へ報告することとする。 

 

Ⅱ 業 務 内 容  

１ 剪定業務 

（1）街路樹の剪定 

・樹木の管理上適切な方法で剪定を行うこと。 

・支障となる枝やひこばえ等についても適宜剪定すること。 

・枝等が民地境界にかかる場合等、対応の判断が難しい場合は、発注者と別途協議すること。 

（2）緊急時の対応 

・安全上の支障が生じた場合は作業を中断し、監督員に報告し対応を協議すること。 

（3）景観・美観への配慮 

・街並みの景観や美観に配慮し、市民の快適な空間の創出を図ること。 



２ ごみや危険物及び現場発生材等の処理 

・業務上の発生材等については、適正かつ速やかに処分すること。 

・ごみ（ペットボトル、ビニール等）や危険物（ガラス破片等）は適宜回収し、処分については発注者と別途協

議すること。 

・剪定により発生した枝等については、発注者指定の場所まで搬出すること。 

３ 業務の安全管理について 

作業にあたっては、付近を通行する車両等に充分注意し、歩行者や作業員の安全確保を図るとともに、隣接住宅

等への飛石防止等の安全対策を講じること。 

４ 事前周知 

業務の着手前に、発注者と協議の上、近隣住民等への適切な周知を行うこと。 

５ その他 

・剪定を行う際は、樹木の生育状態や健全性等を確認し、立ち枯れによる倒木の発生等が無いよう確認すること。 

・本仕様書に定めのない事項が発生した場合は、速やかに発注者へ報告し、指示に従うこと。 


